
特
集
・
都
市
の
な
か
の
川
④

都
市
河
川
の
現
状
と
問
題
点

後
藤
八
州
雄
＜
下
水
道
局
河
川
部
河
川
工
事
課
河
川
計
画
係
長
＞

都
市
河
川
対
策
の
た
ち
お
く
れ
問
題
を
、
国
の
都
市
小
河
川
改
修
補
助
制
度
が

創
設
さ
れ
た
背
景
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
考
え
る
。
横
浜
市
の
急
速
な
都
市
化
の
現
状
は
、

河
川
に
総
合
的
な
治
水
計
画
と
効
率
的
な
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

一
ｌ
ｌ
都
市
河
川
の
現
状

二
ｌ
ｌ
１
横
浜
市
の
現
状

三
ｌ
都
市
河
川
の
問
題
点

は
じ
め
に

　
か
つ
て
人
類
文
化
は
。
大
河
川
の
河
畔
に
発
生
し
た

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
河
川
は
人
間
に
と
っ
て
ど
の
よ

う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
河
川
は

我
々
の
日
常
生
活
や
産
業
活
動
と
き
わ
め
て
密
接
な
関

連
を
有
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
飲
料
と
し
て
の
生
活

用
水
お
よ
び
農
業
か
ん
が
い
用
水
等
の
供
給
源
で
あ

り
、
漁
獲
資
源
確
保
の
場
、
そ
し
て
舟
運
荷
役
等
の
流

通
機
能
を
有
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
都
市
に
お
け
る
貴
重
な
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス

を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
清
流
は
、
美
し
い
自
然

景
観
と
し
て
流
域
住
民
に
安
ら
ぎ
と
憩
い
の
場
を
与
え

て
く
れ
た
。
さ
ら
に
、
膨
大
な
雨
水
を
速
や
か
に
海
へ

運
ぶ
排
水
作
用
（
河
川
も
生
き
物
で
あ
る
か
ら
時
に
は

自
然
の
脅
威
と
化
し
、
多
大
の
生
命
と
資
産
を
奪
う
こ

と
も
あ
っ
た
。
）
を
持
つ
な
ど
人
間
生
活
の
健
康
性
、

利
便
性
、
快
適
性
を
か
ね
そ
な
え
た
必
要
不
可
欠
な
存

在
で
あ
っ
た
。

一

都
市
河
川
の
現
状

　
国
の
現
行
制
度
に
は
、
都
市
河
川
を
特
別
に
規
定
し

た
も
の
は
な
い
が
、
実
務
上
次
の
よ
う
に
定
義
し
た
一

級
河
川
の
指
定
区
間
お
よ
び
二
級
河
川
を
都
市
河
川
と

し
て
整
理
し
て
取
扱
っ
て
い
る
。

0
0
　
都
市
計
画
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
市
街
化

区
域
に
係
る
河
川
。

②
　
人
口
集
中
地
区
人
口
が
、
三
万
人
以
上
の
市
街
地

に
係
る
河
川
。

㈲
　
右
記
以
外
の
も
の
で
、
大
規
模
開
発
に
関
連
す
る

河
川
。

　
と
こ
ろ
で
、
清
浄
な
水
が
流
れ
る
通
常
の
河
川
か
ら

殊
吏
″
都
市
河
川
″
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
所
以

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
我
が
国
が
昭
和
三
十
年

代
、
西
欧
先
進
諸
国
な
み
の
生
活
水
準
の
達
成
を
目
標

に
高
度
経
済
成
長
政
策
が
と
ら
れ
た
そ
の
結
果
、
産
業

は
著
し
く
発
展
し
、
都
市
的
産
業
へ
の
就
業
人
口
の
増

大
と
１
　
村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
移
動
と
集
中
が
行
わ
れ

る
に
至
っ
た
。
こ
の
都
市
化
に
対
応
し
て
都
市
施
設
の

適
切
な
先
行
的
整
備
が
必
要
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
住
民
の
要
求
が
、
日
常
の
身
近
な
問
題
に
集
中
す
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る
こ
と
も
あ
っ
て
、
道
路
、
港
湾
、
住
宅
等
に
大
幅
に

公
共
投
資
が
な
さ
れ
る
反
面
、
本
来
人
間
と
は
切
っ
て

も
切
れ
な
い
深
い
関
係
に
あ
る
河
川
、
上
下
水
道
、
公

園
等
環
境
福
祉
に
対
す
る
整
備
の
遅
れ
が
目
立
ち
、
特

に
河
川
に
お
い
て
そ
の
傾
向
が
強
か
っ
た
。
こ
の
河
川

の
整
備
の
立
ち
遅
れ
は
、
そ
の
後
の
都
市
化
の
進
展
に

伴
っ
て
都
市
水
害
を
も
た
ら
し
、
そ
の
頻
度
、
規
模
と

も
年
々
増
大
す
る
に
至
っ
た
。

　
ま
た
、
下
水
道
の
未
整
備
と
あ
い
ま
っ
て
河
川
水
質

の
汚
濁
が
著
し
く
な
る
と
同
時
に
、
ゴ
ミ
や
汚
物
の
投

棄
場
と
な
る
な
ど
都
市
環
境
の
劣
悪
化
を
も
た
ら
し
、

か
つ
て
流
域
住
民
に
「
恵
」
を
与
え
て
く
れ
た
は
ず
の

河
川
は
、
今
や
全
く
「
死
の
川
」
と
化
し
、
む
し
ろ
人

々
か
ら
敬
遠
さ
れ
る
現
状
で
あ
る
。
こ
の
現
状
が
都
市

河
川
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
事
態
に
対
応
す
る
都
市
河
川
対
策
と
し
て
、
国

は
昭
和
四
十
七
年
度
を
初
年
度
と
す
る
第
四
次
治
水
五

ヶ
年
計
画
（
事
業
費
三
・
六
兆
円
）
を
立
て
た
。
こ
の

計
画
は
、
市
街
化
区
域
に
お
い
て
緊
急
に
整
備
を
要
す

る
河
川
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
十
年
以
内
に
時
間
雨
量

五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
集
中
拳
雨
に
対
処
し
得
る
よ
う

治
水
対
策
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
長

期
構
想
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い

る
。
都
市
河
川
対
策
と
し
て
は
こ
の
施
策
の
一
環
と
し

て
、
都
道
府
県
が
管
理
し
て
い
る
中
小
河
川
、
小
規
模

河
川
、
局
部
改
良
の
河
川
改
修
費
補
助
事
業
を
都
市
区

域
に
お
い
て
、
推
進
す
る
一
方
、
次
の
よ
う
な
都
市
河

川
対
策
事
業
も
実
施
し
て
い
る
。

(
1
)
　
直
轄
河
川
環
境
整
備
事
業

　
国
が
管
理
す
る
一
級
河
川
の
河
道
を
整
備
し
、
公
園

緑
地
を
作
る
河
道
整
備
事
業
及
び
汚
濁
の
著
し
い
河
川

に
関
す
る
汚
泥
の
し
ゅ
ん
せ
つ
及
び
浄
化
用
水
の
導
入

を
図
る
浄
化
対
策
事
業
を
い
う
。

(
2
)
　
都
市
小
河
川
改
修
事
業
（
補
助
）

　
昭
和
四
十
五
年
度
に
創
設
さ
れ
た
事
業
で
お
お
む
ね

人
口
三
〇
万
人
以
上
の
大
都
市
が
、
そ
の
都
市
の
都
道

府
県
の
管
理
区
間
の
河
川
に
つ
い
て
都
道
府
県
に
代
っ

て
施
行
す
る
河
川
改
修
事
業
を
い
う
。

(
3
)
　
高
潮
対
策
事
業
（
補
助
）

(
4
)
　
補
助
河
川
環
境
整
備
事
業

　
都
道
府
県
施
工
河
川
の
河
道
整
備
事
業
及
び
浄
化
対

策
事
業
を
い
う
。

(
5
)
　
地
盤
沈
下
対
策
事
業
（
補
助
）

　
都
道
府
県
が
管
理
す
る
河
川
の
う
ち
特
に
地
盤
沈
下

の
著
し
い
地
区
の
内
水
対
策
事
業
を
い
う
。

(
6
)
　
耐
震
対
策
河
川
事
業
（
補
助
）

　
都
道
府
県
が
管
理
す
る
河
川
の
う
ち
都
市
区
域
に
あ

る
治
水
施
設
の
耐
震
対
策
事
業
を
い
う
。

(
7
)
　
都
市
河
川
治
水
緑
地
事
業
（
補
助
）

　
都
道
府
県
が
管
理
す
る
河
川
で
、
洪
水
調
節
の
た
め

の
遊
水
地
と
都
市
の
緑
地
空
間
と
を
合
わ
せ
、
獲
得
す

る
事
業
を
い
う
。

(
8
)
　
防
災
調
節
池
事
業
（
補
助
）

　
都
市
河
川
の
上
流
部
で
行
わ
れ
る
大
規
模
宅
地
開
誉

に
関
連
す
る
治
水
対
策
と
し
て
調
整
池
を
設
置
す
る
水

業
を
い
う
。

(
9
)
　
準
用
河
川
改
修
事
業
（
補
助
）

　
市
町
村
が
管
理
す
る
小
河
川
の
河
川
改
修
事
業
を
い

う
。

　
列
記
し
た
よ
う
に
都
市
河
川
に
対
す
る
治
水
対
策
が

立
て
ら
れ
た
が
、
実
施
に
当
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
の
制

約
が
あ
る
。
第
一
に
人
家
の
密
集
す
る
市
街
地
に
お
い

て
は
、
用
地
買
収
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
う
え
大
規

模
な
河
道
拡
幅
な
ど
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。
つ
ぎ

に
上
流
に
お
け
る
ダ
ム
建
設
も
次
第
に
適
地
が
少
な
く

な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
う
え
建
設
地
点
に
お
け
る
反

対
運
動
等
の
住
民
パ
ワ
ー
も
強
く
な
っ
て
い
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
莫
大
な
費
用
を
要
す
る
の
で
、
一
時
に
河

川
の
安
全
度
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
な
現
状
で
あ

る
。都

市
小
河
川
補
助
制
度
の
あ
ら
ま
し

１
　
対
象
都
市

　
　
東
京
都
と
政
令
指
定
都
市
並
び
に
こ
れ
に
準
ず

　
　
る
都
市
。

２
　
対
象
河
川

　
　
一
都
市
の
区
域
に
係
る
流
域
面
積
が
三
〇
キ
口

　
　
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
要
改
修
区
間
。
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３
　
補
助
対
象
と
す
る
方
法

　
　
河
川
法
で
は
補
助
対
象
を
一
・
二
級
河
川
に
限

　
　
定
し
て
い
る
の
で
法
適
用
外
河
川
は
、
一
・
二

　
　
級
に
指
定
の
う
え
（
す
で
に
一
・
二
級
の
河
川

　
　
は
そ
の
ま
ま
で
）
都
市
小
河
川
改
修
区
間
に
す

　
　
る
。

４
　
委
任
内
容

　
　
改
修
工
事
の
み
、
市
長
に
委
任
す
る
。

５
　
費
用
分
担

　
　
国
、
県
、
市
各
三
分
の
一
と
し
、
国
、
県
負
担

　
　
分
を
合
わ
せ
て
県
補
助
の
形
で
交
付
す
る
。

　
準
用
河
川
改
修
補
助
制
度
の
あ
ら
ま
し

１
　
対
象
河
川

　
イ
　
準
用
河
川
で
あ
っ
て
次
の
何
れ
か
の
要
件
に

　
該
当
す
る
も
の
。

ａ
過
去
三
ヵ
年
間
に
氾
濫
被
害
が
三
回
以
上
発
生
し

　
て
い
る
こ
と
。

ｂ
氾
濫
被
害
が
防
止
さ
れ
る
区
域
内
に
六
〇
ヘ
ク
タ

　
ー
ル
以
上
の
農
地
、
五
十
戸
以
上
の
家
屋
ま
た
は

　
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
宅
地
が
あ
る
こ
と
。

ｃ
宅
地
開
発
、
区
画
整
理
、
土
地
改
良
等
の
事
業
及

　
び
下
水
道
ま
た
ぱ
農
業
用
の
水
路
か
ら
の
排
水
処

　
理
に
河
川
工
事
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
総
事
業
費
が
都
市
河
川
に
お
い
て
は
二
千
万

　
円
以
上
三
億
円
以
内
で
あ
り
、
そ
の
他
の
河
川
に

お
い
て
は
二
千
万
円
以
上
二
億
円
以
内
で
あ
る
こ
と

２
　
費
用
分
担

　
国
1
/
3
、
市
1
/
3

二

横
浜
市
の
現
状

一
　
流
域
の
変
貌

　
昭
和
三
十
年
代
以
降
の
驚
異
的
な
経
済
成
長
で
工
場

群
の
進
出
は
目
ざ
ま
し
く
、
急
激
に
人
口
が
流
人
し
、

昭
和
三
十
年
に
一
一
〇
万
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和

五
十
年
十
月
に
は
二
六
〇
万
人
と
約
一
五
〇
万
人
も
増

え
て
お
り
、
峠
を
越
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
今
後

な
お
相
当
の
人
口
増
が
見
込
ま
れ
る
。
こ
の
激
増
す
る

人
口
の
需
要
を
受
け
、
従
来
、
水
田
、
農
耕
地
、
丘
陵

地
帯
（
こ
こ
に
降
る
雨
は
樹
木
、
落
葉
等
に
よ
り
吸
収

さ
れ
地
下
に
浸
透
し
、
あ
る
い
は
流
域
に
お
い
て
一
時

滞
留
し
河
川
に
徐
々
に
流
入
し
て
い
た
。
）
が
無
秩
序

に
、
か
つ
急
速
に
宅
地
化
さ
れ
た
た
め
、
以
前
は
か
り

に
浸
水
区
域
で
あ
っ
て
も
単
に
水
田
、
荒
地
で
あ
っ
た

た
め
出
水
し
て
も
浸
水
被
害
も
軽
少
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
流
域
が
開
発
さ
れ
る
に
伴
い
、
雨
水
の
流

域
で
の
遊
水
・
保
水
機
能
が
失
わ
れ
、
さ
ら
に
下
水

道
、
道
路
等
生
活
環
境
施
設
の
整
備
に
よ
り
雨
水
の
河

川
へ
の
流
入
を
速
め
た
結
果
、
一
挙
に
河
川
へ
集
中

し
、
中
下
流
部
で
の
洪
水
流
量
を
増
大
さ
せ
、
以
前
は

氾
ら
ん
し
た
事
の
な
か
っ
た
下
流
部
の
旧
市
街
地
へ
も

浸
水
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
り
、
特
に
河
川
沿
い
の
宅

地
化
は
人
家
の
密
集
と
数
々
の
資
産
を
集
中
す
る
た
め

氾
ら
ん
等
に
伴
う
被
害
を
一
層
甚
大
な
も
の
と
さ
せ
て

い
る
。

二
　
市
内
河
川
の
特
性

　
市
内
を
流
れ
る
河
川
に
は
、
国
管
理
の
一
級
河
川
が

八
河
川
、
県
管
理
の
二
級
河
川
が
二
〇
河
川
、
更
に
市

管
理
の
準
用
河
川
が
三
一
河
川
、
合
計
五
九
河
川
あ

り
、
そ
の
延
長
は
約
二
二
万
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
そ
の

他
に
河
川
法
適
用
外
の
い
わ
ゆ
る
″
普
通
河
川
″
と
呼

ば
れ
る
河
川
が
あ
る
。
（
普
通
河
川
及
び
水
路
に
つ
い

て
は
、
将
来
公
共
下
水
道
と
し
て
整
備
す
る
ま
で
の

間
、
横
浜
市
下
水
道
条
例
、
昭
和
四
十
八
年
六
月
制
定

に
よ
る
「
一
般
下
水
道
」
と
し
て
管
理
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。
）
こ
れ
ら
市
内
河
川
の
多
く
は
、
河
川
の
流

域
面
積
が
小
さ
く
、
形
状
は
樹
葉
形
を
な
し
、
河
川
延

長
が
短
い
た
め
洪
水
到
達
時
間
が
速
く
、
そ
の
上
河
積

が
狭
く
、
い
た
る
所
で
蛇
行
し
て
い
る
た
め
短
時
間
の

集
中
的
な
降
雨
に
弱
く
、
浸
水
被
害
が
発
生
し
易
い
都

市
河
川
特
有
の
形
態
を
な
し
て
い
る
。

三
　
河
川
改
修
事
業

　
昭
和
三
十
年
代
の
市
内
の
河
川
改
修
事
業
は
、
国
が

管
理
す
る
一
級
河
川
に
つ
い
て
は
直
轄
事
業
と
し
て
、
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ま
た
県
知
事
が
管
理
す
る
二
級
河
川
に
つ
い
て
は
中
小

河
川
改
修
事
業
等
に
よ
り
国
か
ら
事
業
費
の
一
部
補
助

を
受
け
、
県
が
改
修
を
行
っ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
本
市
が
管
理
す
る
準
用
河
川
、
あ
る
い

は
、
事
実
上
管
理
し
て
い
た
普
通
河
川
等
の
改
修
事
業

に
は
国
か
ら
の
補
助
も
な
く
、
補
助
金
と
い
え
ば
異
常

降
雨
に
よ
り
護
岸
決
壊
、
法
面
崩
壊
の
被
害
が
発
生
し

た
場
合
、
そ
の
復
旧
に
要
す
る
工
事
費
の
う
ち
三
分
の

二
を
国
か
ら
補
助
を
受
け
て
実
施
す
る
災
害
復
旧
事
業

だ
け
で
、
そ
の
他
は
、
僅
か
な
市
単
独
事
業
と
県
費
補

助
事
業
（
市
が
当
該
年
度
実
施
す
る
河
川
改
修
工
事
の

う
ち
特
定
な
河
川
に
つ
い
て
、
そ
の
改
修
工
事
費
の
1
/
3

を
県
が
市
に
補
助
す
る
制
度
。
「
但
し
、
用
地
費
は
補

助
対
象
外
」
）
に
よ
り
改
修
を
行
っ
て
い
た
。
改
修
工

事
と
言
っ
て
も
現
在
都
市
小
事
業
等
で
実
施
し
て
い
る

抜
本
改
修
と
は
異
な
り
「
維
持
」
「
修
繕
」
程
度
で
あ

り
、
昭
和
三
十
年
度
の
河
川
総
事
業
費
は
、
僅
か
三
千

万
円
（
表
ｌ
２
参
照
）
と
少
な
く
、
従
っ
て
市
内
河
川

の
殆
ん
ど
が
未
整
備
の
原
始
河
川
の
ま
ま
の
状
態
で
あ

っ
た
。

　
本
市
の
周
辺
地
域
は
、
昭
和
三
十
年
代
の
中
頃
か
ら

流
域
内
で
大
規
模
な
宅
地
開
発
が
一
段
と
活
発
に
行
わ

れ
、
大
規
模
で
な
く
て
も
経
年
的
に
か
な
り
の
面
積
が

開
発
さ
れ
る
な
ど
、
従
来
、
山
林
、
田
畑
で
あ
り
保
水

能
力
を
有
し
て
い
た
も
の
が
漸
減
し
た
。
そ
こ
は
建
物

や
道
路
に
な
り
、
下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
な
ど
降
雨
に

対
し
流
出
率
が
増
大
す
る
と
と
も
に
、
洪
水
の
到
達
時

間
が
速
く
な
り
集
中
化
す
る
の
で
、
ピ
ー
ク
流
量
は
年

々
増
大
し
、
浸
水
、
氾
ら
ん
の
危
険
性
を
よ
り
一
層
強

め
た
。

　
そ
の
結
果
、
昭
和
三
十
三
年
の
狩
野
川
台
風
を
始
め

と
し
、
昭
和
三
十
六
年
の
集
中
豪
雨
、
更
に
昭
和
四
十

一
年
四
号
台
風
等
で
鶴
見
川
は
も
と
よ
り
市
内
中
小
河

川
は
氾
ら
ん
し
、
そ
の
都
度
大
き
な
被
害
を
蒙
っ
て
い

る
。
こ
の
外
に
も
被
害
は
少
な
い
が
毎
年
台
風
や
梅
雨

前
線
に
伴
う
局
地
的
な
集
中
豪
雨
な
ど
相
次
ぐ
災
害
に

見
舞
れ
、
そ
の
都
度
国
の
補
助
金
を
得
て
そ
の
復
旧
工

事
に
追
わ
れ
て
い
た
の
が
当
時
の
河
川
事
業
の
実
態
で

あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
昭
和
四
十
年
代
に
入
っ
て
は
、
こ
の
よ
う

な
部
分
的
改
修
あ
る
い
は
復
旧
工
事
の
み
で
は
進
行
す

る
宅
地
開
発
等
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
抜
本

的
な
改
修
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
が
、
在
来
河
川
の
大

幅
な
拡
幅
及
び
河
道
是
正
等
抜
本
的
な
河
川
改
修
を
行

う
に
は
用
地
買
収
、
物
件
補
償
等
巨
額
の
費
用
を
要
す

る
た
め
、
こ
の
事
業
費
の
捻
出
に
悩
み
を
持
っ
た
当
時

七
大
都
市
が
国
に
対
し
て
抜
本
的
な
河
川
改
修
の
方
策

に
つ
い
て
強
力
に
働
き
か
け
た
結
果
、
昭
和
四
十
五
年

度
に
「
都
市
小
河
川
改
修
費
補
助
制
度
」
が
創
設
さ
れ

た
。

　
本
市
は
こ
の
制
度
の
対
象
河
川
と
し
て
、
昭
和
四
十

五
年
度
か
ら
市
内
の
主
要
河
川
早
淵
川
な
ど
一
三
河
川

を
選
定
、
逐
次
都
市
計
画
決
定
を
行
い
、
昭
和
五
十
年

度
ま
で
に
事
業
費
約
一
三
五
億
円
（
こ
れ
は
全
国
事
業

費
枠
の
約
四
分
の
一
以
上
と
な
る
、
表
ｌ
①
参
照
）
を

投
じ
、
抜
本
改
修
を
現
在
実
施
中
で
あ
る
。
ま
た
、
従

来
、
市
長
管
理
と
さ
れ
て
い
た
準
用
河
川
に
つ
い
て

も
昭
和
五
十
年
度
に
「
準
用
河
川
改
修
費
補
助
制
度
」

　
（
表
ｌ
②
参
照
）
が
確
立
さ
れ
、
本
市
は
既
に
入
江
川

な
ど
三
河
川
に
つ
い
て
抜
本
的
改
修
を
進
め
て
い
る
。

　
ま
た
、
国
の
補
助
事
業
と
は
別
に
改
修
の
よ
り
一
層

の
促
進
を
は
か
る
た
め
、
昭
和
四
十
四
年
度
か
ら
本
市

宅
地
開
発
要
綱
に
基
づ
き
宅
地
開
発
者
よ
り
河
川
改
修

表
ｌ
１
　
横
浜
市
河
川
事
業
費
の
推
移

表
ｌ
２
　
都
市
小
並
び
に
準
用
河
川
改
修
事
業
全
国
枠
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負
担
金
を
徴
収
し
、
宅
地
開
発
関
連
河
川
改
修
事
業
と

し
て
抜
本
的
改
修
計
画
区
間
に
お
い
て
鋭
意
施
行
中
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
将
来
の
流
域
内
の
開
発
等
を
見
込
ん
だ
抜

本
改
修
は
、
莫
大
な
事
業
用
地
を
必
要
と
す
る
た
め
、

昭
和
五
十
年
度
ま
で
の
事
業
実
績
と
し
て
は
殆
ん
ど
が

用
地
買
収
と
物
件
補
償
で
あ
り
、
改
修
計
画
延
長
の
約

半
分
の
改
修
を
実
施
し
た
河
川
と
し
て
は
、
市
の
六
大

事
業
の
一
つ
で
あ
る
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
事
業
に

関
連
す
る
早
淵
川
、
大
熊
川
と
境
川
の
支
川
で
あ
る
宇

田
川
、
そ
し
て
港
南
区
、
南
区
の
抜
本
的
治
水
対
策
と

し
、
昭
和
四
十
四
年
度
に
着
手
し
た
大
岡
川
分
水
路
建

設
事
業
で
あ
る
。
そ
の
他
の
河
川
に
つ
い
て
は
、
用
地

買
収
済
の
一
部
分
が
施
行
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
本
市
が
都
市
計
画
河
川
と
定
め
た
二
六
河

川
（
今
後
追
加
予
定
河
川
あ
り
）
の
抜
本
的
改
修
が
完
了

す
る
ま
で
に
は
、
莫
大
な
事
業
費
の
確
保
と
、
そ
の
実
施

に
当
っ
て
は
用
地
買
収
並
び
に
物
件
補
償
等
に
問
題
が

多
く
、
な
お
相
当
の
日
時
を
要
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
前
述
の
と
お
り
本
市
の
河
川
（
中
流
部
か
ら
上
流
ま

で
）
は
殆
ん
ど
整
備
が
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
時
間
二

〇
ミ
リ
程
度
の
降
雨
で
浸
水
、
氾
ら
ん
を
引
き
起
こ
し

て
お
り
、
そ
の
都
度
被
害
を
受
け
る
な
ど
、
常
に
地
域

住
民
は
不
安
に
脅
さ
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
こ
の
事

態
に
対
処
し
、
昭
和
五
十
一
度
は
、
市
内
河
川
の
う
ち

特
に
緊
急
を
要
す
箇
所
を
選
定
し
、
市
単
独
緊
急
整
備

事
業
と
し
て
事
業
費
七
億
円
を
も
っ
て
暫
定
的
（
原
則

と
し
て
用
地
買
収
を
伴
わ
な
い
工
事
）
に
ブ
ロ
ッ
ク
積

等
に
よ
り
河
道
の
整
備
改
修
を
実
施
し
て
い
る
。

　
今
後
と
も
抜
本
的
改
修
の
促
進
を
は
か
る
と
と
も
に

こ
の
種
の
暫
定
的
な
改
修
事
業
を
並
行
し
て
進
め
て
行

く
必
要
が
あ
る
。

三

都
市
河
川
の
問
題
点

　
今
後
ま
す
ま
す
進
む
と
予
想
さ
れ
る
都
市
化
に
対
応

し
て
、
各
種
の
都
市
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
な

課
題
と
な
る
が
、
特
に
都
市
の
基
盤
的
施
設
で
あ
る
都

市
河
川
対
策
の
立
ち
遅
れ
は
、
都
市
水
害
を
年
々
拡
大

さ
せ
、
河
川
が
持
つ
諸
機
能
を
劣
悪
に
し
、
ひ
い
て
は

直
接
、
間
接
的
に
都
市
環
境
の
悪
化
を
も
た
ら
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
応
す
る
都
市

河
川
対
策
の
進
め
方
と
し
て
は
、
ま
ず
、
都
市
化
の
動

向
に
対
応
し
た
適
切
な
治
水
計
画
を
立
案
し
、
次
に
都

市
化
の
進
展
に
応
じ
た
効
率
的
治
水
対
策
を
実
施
し
、

さ
ら
に
河
川
と
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
関
連
す
る
各
種

他
事
業
に
お
い
て
も
、
都
市
河
川
の
実
態
に
応
じ
た
防

災
対
策
を
と
る
よ
う
相
互
に
調
整
を
は
か
る
必
要
が
あ

り
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
　
都
市
化
に
伴
う
適
切
な
河
川
計
画
並
び
に
効
率
的

　
事
業
を
行
う
こ
と
。

　
流
域
の
都
市
化
に
伴
っ
て
、
流
域
の
雨
水
浸
透
機
能

　
保
水
能
力
の
漸
減
、
雨
水
流
出
流
下
時
間
が
変
化
し

　
て
流
出
量
が
増
大
す
る
。
氾
ら
ん
区
域
で
は
人
口
資

　
産
の
集
中
の
結
果
被
害
が
増
大
す
る
。
こ
の
結
果
、

　
都
市
化
現
象
の
進
行
に
対
応
し
て
新
し
い
河
川
計
画

　
の
立
案
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
際
に
人
家
連

　
た
ん
地
区
を
流
れ
る
現
河
道
を
大
幅
に
改
修
す
る
に

　
は
用
地
買
収
取
得
難
等
の
大
変
な
困
難
が
伴
う
。
だ

　
か
ら
と
い
っ
て
河
川
計
画
の
規
模
を
縮
小
す
る
こ
と

　
は
、
近
い
将
来
河
道
の
再
改
修
か
放
水
路
ま
た
は
恒

　
久
的
調
整
池
の
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
今
後
の
河
川

　
計
画
に
あ
た
っ
て
は
各
河
川
の
実
情
に
応
じ
、
か
つ

　
他
の
都
市
整
備
事
業
と
調
整
を
と
っ
た
う
え
で
、
各

　
種
の
河
川
改
修
の
実
施
手
法
、
方
法
を
考
え
る
必
要

　
が
あ
る
。

　
ま
た
、
都
市
内
に
発
生
す
る
河
川
の
う
ち
一
級
河
川

　
（
指
定
区
間
を
除
く
）
を
国
が
、
二
級
河
川
を
県
が
、

そ
し
て
準
用
河
川
は
市
が
整
備
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て

い
る
が
、
現
在
一
級
、
二
級
河
川
指
定
区
間
の
う
ち
一

部
を
昭
和
四
十
五
年
度
に
発
足
し
た
都
市
小
河
川
改
修

事
業
に
よ
り
市
が
県
よ
り
工
事
の
委
任
を
受
け
て
実
施

し
て
い
る
。
ま
た
、
二
級
河
川
の
支
流
の
多
く
は
準
用

あ
る
い
は
普
通
河
川
で
あ
る
た
め
、
従
来
か
ら
市
が
整

備
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
施
行
主
体
が
各
々
事

業
あ
る
い
は
区
間
に
よ
り
異
っ
て
い
る
た
め
、
施
行
者

側
の
い
ろ
い
ろ
な
事
情
も
あ
っ
て
現
在
は
工
事
の
テ
ン
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ポ
は
同
一
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
中
、
上
流
区
間
あ
る

い
は
支
川
の
改
修
が
終
っ
て
も
下
流
部
あ
る
い
は
本
川

の
改
修
の
遅
れ
に
よ
っ
て
治
水
効
果
を
上
げ
ら
れ
な
い

と
い
う
事
態
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
今
後
国
、
県

市
が
士
分
一
連
の
調
整
を
取
り
、
効
率
の
よ
い
事
業
の

執
行
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
。

㈹
　
河
川
事
業
と
下
水
道
事
業
の
計
画
及
び
実
施
に
当

　
っ
て
、
調
整
を
は
か
る
こ
と
。

　
下
水
道
は
河
川
に
接
続
し
、
公
共
水
域
の
水
質
環
境

　
基
準
の
達
成
を
目
的
と
し
て
お
り
、
河
川
の
水
質
、

　
維
持
流
量
等
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
同

　
時
に
、
河
川
と
一
体
と
な
っ
て
雨
水
排
除
を
目
的
と

　
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
治
水
対
策
上
、
河
川
と
下
水

　
道
は
都
市
排
水
の
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
総
合

　
的
に
計
画
さ
れ
る
べ
き
と
同
時
に
事
業
実
施
に
当
っ

　
て
も
、
相
互
に
進
ち
。
く
上
の
調
整
を
は
か
る
べ
き

　
で
あ
る
。

　
　
総
合
排
水
計
画
の
一
環
と
し
て
、
従
来
、
都
市
区

　
域
内
で
管
理
体
制
が
不
明
確
と
な
っ
て
い
た
普
通
河

　
川
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
流
域
面
積
二

　
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
を
河
川
、
二
平
方
キ
ロ
メ

　
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
は
下
水
道
と
し
て
管
理
す
る
こ

　
と
が
定
め
ら
れ
た
。

　
　
そ
こ
で
本
市
に
お
い
て
も
、
原
則
と
し
て
流
域
面

　
積
二
平
方
キ
ワ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
を
主
と
し
て

　
　
「
公
共
下
水
道
」
に
よ
り
整
備
し
、
そ
れ
以
上
の
普

　
通
河
川
に
つ
い
て
は
、
大
部
分
を
法
定
河
川
に
し
た

　
う
え
、
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
な
お
、
河
川
の
整
備
区
間
は
流
域
面
積
三
〇
平
方

　
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
は
国
ま
た
は
県
が
整
備
し
、
流

　
域
面
積
三
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
平
方
キ
ロ

　
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
区
間
を
本
市
が
整
備
す
る
が
、
こ

　
れ
は
、
下
水
道
事
業
と
一
体
的
に
、
し
か
も
有
機
的

　
に
機
能
を
す
る
都
市
の
総
合
排
水
施
設
と
し
て
昭
和

　
六
十
年
度
完
成
を
目
標
に
進
め
て
い
る
。

　
　
事
業
実
施
に
当
っ
て
は
、
年
次
計
画
等
で
調
整
を

　
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
下
水
道
の
受
け
皿
と
し

　
て
の
都
市
河
川
整
備
の
お
く
れ
が
目
立
っ
て
お
り
、

　
今
後
予
定
さ
れ
て
い
る
昭
和
五
十
二
年
を
初
年
度
と

　
す
る
第
五
次
治
水
事
業
五
ヵ
年
計
画
の
推
進
を
は
か

　
る
必
要
が
あ
る
。

日
　
都
市
低
地
部
に
お
け
る
内
水
、
洪
水
、
高
潮
な
ど

　
に
よ
る
被
害
の
防
除
に
つ
と
め
る
こ
と
。

　
都
市
化
現
象
の
進
行
に
伴
っ
て
地
盤
沈
下
が
発
生
し

　
て
い
る
。
こ
れ
は
地
下
水
の
汲
上
げ
の
結
果
発
生
し

　
た
も
の
で
あ
る
が
、
地
下
水
利
用
に
対
し
て
は
、
法

　
律
、
条
例
等
に
よ
り
、
さ
ら
に
規
制
を
強
化
し
て
い

　
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
盤
沈
下
の
発
生
し
て
い

　
る
地
域
は
、
今
後
予
想
さ
れ
る
洪
水
、
高
潮
、
大
地

　
震
の
発
生
に
対
処
す
る
た
め
、
地
盤
沈
下
対
策
事
業

　
並
び
に
高
潮
対
策
事
業
に
よ
り
、
内
水
被
害
を
防
除

　
す
る
た
め
の
排
水
機
場
の
設
置
及
び
防
潮
堤
、
防
潮

　
水
門
の
設
置
を
早
急
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

紳
　
下
水
道
、
宅
地
開
発
事
業
の
ほ
か
、
街
路
、
区
画

　
整
理
、
公
園
等
の
各
種
都
市
計
画
事
業
と
計
画
及
び

　
実
施
面
で
の
調
整
を
は
か
っ
て
都
市
河
川
対
策
を
実

　
施
す
る
こ
と
。

㈲
　
流
域
内
に
お
け
る
将
来
の
宅
地
開
発
等
の
実
施
に

　
対
応
し
て
、
改
修
計
画
及
び
事
業
実
施
を
調
整
し
促

　
進
す
る
。

　
河
川
の
上
流
部
に
大
規
模
な
宅
地
開
発
等
が
行
わ
れ

　
る
と
、
直
結
す
る
流
末
河
川
は
、
そ
の
流
量
増
に
た
’

　
え
ら
れ
な
く
な
る
た
め
河
川
改
修
の
必
要
性
が
出
て

　
く
る
が
、
こ
れ
に
は
莫
大
な
事
業
費
と
工
事
期
間
を

　
必
要
と
し
、
短
年
月
に
工
事
を
完
了
さ
せ
る
こ
と
は

　
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
各
都
市
が
実
状
に
応
じ
、

　
開
発
者
に
対
し
、
行
政
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
例
え

　
ば
、
開
発
事
業
を
認
め
る
前
提
と
し
て
、
流
末
河
川

　
・
水
路
の
自
費
に
よ
る
整
備
さ
ら
に
開
発
事
業
と
計

　
画
及
び
事
業
の
調
整
を
は
か
っ
て
河
川
改
修
を
進
め

　
る
た
め
開
発
事
業
者
と
協
定
を
結
び
、
流
域
面
積
比

　
率
に
相
当
す
る
一
部
費
用
を
負
担
さ
せ
て
い
る
事
例

　
も
あ
る
。
ま
た
、
下
流
の
河
川
改
修
が
早
期
に
行
え

　
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
市
街
化
か
特
に
著
し
く
現

　
河
道
拡
幅
等
に
よ
る
改
修
の
余
地
が
全
く
な
い
場
合

　
で
下
流
河
道
が
未
整
備
の
ま
ま
流
域
開
発
を
行
う
場

　
合
、
開
発
事
業
者
に
雨
水
を
一
時
的
に
貯
留
す
る
防
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災
調
節
池
を
設
け
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
防
災

　
調
節
池
に
は
下
流
の
改
修
が
完
了
す
る
ま
で
の
暫
定

　
的
施
設
と
将
来
に
わ
た
っ
て
調
節
池
と
す
る
恒
久
的

　
施
設
の
二
種
類
が
あ
る
。
。
こ
れ
ら
の
条
件
は
各
都
市

　
に
お
い
て
異
な
り
、
今
後
国
に
お
い
て
都
市
治
水
対

　
策
上
明
確
に
制
度
化
を
推
進
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

　
本
市
の
宅
地
開
発
者
に
対
す
る
行
政
指
導
は
昭
和
四

　
十
三
年
八
月
に
制
定
し
た
「
横
浜
市
宅
地
開
発
要

　
綱
」
に
基
づ
い
て
行
っ
て
き
た
が
、
昭
和
四
十
七
年

　
五
月
改
訂
を
契
機
と
し
て
流
末
河
川
、
水
路
に
対
し
、

　
よ
り
一
層
そ
の
実
態
に
即
応
し
た
指
導
を
行
っ
て
い

ア
　
宅
地
開
発
者
負
担
金

　
　
市
内
主
要
河
川
の
改
修
事
業
に
要
す
る
事
業
費
の

　
う
ち
一
部
を
流
域
面
積
比
に
よ
り
徴
収
し
て
い
る
。

イ
　
流
末
水
路
等
の
整
備

　
　
水
路
に
つ
い
て
は
開
発
に
先
立
っ
て
、
開
発
者
が

　
市
の
指
導
に
従
い
、
溢
水
の
恐
れ
の
な
い
箇
所
ま
で

　
自
費
工
事
と
し
て
流
末
整
備
を
行
う
。

ウ
　
遊
水
池
の
設
置

　
　
開
発
に
伴
う
流
末
河
川
へ
の
流
量
増
を
抑
え
る
た

　
め
開
発
面
積
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
に
つ
い
て
は
遊
水

　
池
（
開
発
前
流
出
係
数
〇
・
四
、
開
発
後
流
出
係
数

　
〇
・
九
と
し
て
〇
・
五
の
流
出
係
数
の
増
加
分
に
相

　
当
す
る
雨
量
を
貯
留
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
も

　
の
で
あ
る
。
）
を
、
ま
た
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
開

　
発
で
あ
っ
て
も
貯
留
効
果
を
持
っ
た
施
設
を
設
置
す

　
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。

　
　
今
後
と
も
本
市
域
内
に
お
け
る
開
発
規
制
は
要
綱

　
及
び
関
係
法
で
よ
り
一
層
強
化
を
は
か
る
べ
き
と
考

　
え
る
が
、
開
発
を
認
め
る
場
合
で
も
「
当
時
者
の
行

　
為
が
原
因
で
出
る
水
は
当
事
者
が
処
理
し
て
下
流
に

　
災
害
等
の
被
害
を
及
ぼ
さ
な
い
」
と
い
う
認
識
を
開

　
発
者
自
身
に
強
く
持
た
せ
る
よ
う
行
政
指
導
が
必
要

　
で
あ
る
。

六
　
河
川
環
境
の
改
善
を
は
か
る
こ
と

　
　
都
市
河
川
の
現
状
の
姿
は
前
記
の
と
お
り
工
業
立

　
地
、
宅
地
開
発
等
急
激
な
都
市
化
の
進
展
と
下
水
道

　
の
整
備
の
遅
れ
も
あ
っ
て
、
工
場
や
家
庭
か
ら
直
接

　
汚
水
が
大
量
に
排
水
さ
れ
る
た
め
河
川
の
汚
濁
が
進

　
行
し
、
河
川
本
来
の
「
親
水
機
能
」
は
全
く
失
な
わ

　
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
河
川
の
環
境
の
悪
化
を
防

　
止
し
、
ま
た
、
改
善
し
て
い
く
た
め
に
は
、
水
質
汚

　
濁
防
止
及
び
廃
棄
物
処
理
関
係
法
規
の
積
極
的
な
運

　
用
が
行
わ
れ
、
下
水
道
の
早
期
整
備
を
行
う
必
要
が

　
あ
る
が
、
特
に
河
川
環
境
整
備
事
業
の
推
進
に
よ
っ

　
て
、
水
と
緑
と
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
も
つ
な
ど
都

　
市
空
間
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

む
　
す
　
び

今
後
、
更
に
過
密
化
す
る
都
市
の
中
で
、
水
害
か
ら

地
域
住
民
を
守
る
に
は
、
基
盤
施
設
で
あ
る
河
川
整
備

事
業
費
の
増
大
を
は
か
り
、
よ
り
一
層
の
各
種
河
川
事

業
を
促
進
し
同
時
に
流
域
開
発
を
で
き
る
だ
け
規
制

し
、
開
発
を
認
め
る
場
合
で
も
、
こ
れ
に
伴
う
流
量
増

を
開
発
の
規
模
に
関
係
な
く
遊
水
池
等
で
一
時
貯
留
さ

せ
て
河
川
へ
の
流
出
量
を
極
力
抑
え
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

　
ま
た
、
河
川
沿
の
低
地
部
の
建
築
に
当
っ
て
は
、
ピ

ロ
テ
ィ
型
（
写
真
の
と
お
り
、
下
は
車
庫
）
の
建
築
を

さ
せ
る
な
ど
被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
方
策
も
行

政
指
導
の
中
で
進
め
て
行
く
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
今

後
の
都
市
水
害
の
対
策
は
河
川
行
政
の
み
で
な
く
、
下

水
、
道
路
、
公
園
、
建
築
、
農
地
行
政
等
が
一
体
と
な

っ
て
取
組
む
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
。
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